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　 事業活動に伴って生じ た廃棄物のう ち、廃棄物処理法で

定めら れた2 0 種類のごみ（ 産業廃棄物） 以外の廃棄物を

指し ます。

　 例と して、食品の食べ残し や売れ残り 、調理残さ など。

　 事業活動に伴って生じ た廃棄物のう ち、廃棄物処理法で

定めら れた20種類の廃棄物を指し ます。

　 例と して、汚泥、コンクリ ート がら 、乾電池や蛍光灯、

電卓、ガラスく ず、金属く ず、廃プラ、顧客に提供して

発生し たびん、缶、ペット ボト ルなど。

一般廃棄物

（ 可燃ごみ）

一般廃棄物

（ 可燃ごみ）

一般廃棄物

（ 資源物）

一般廃棄物

（ 資源物）

産業廃棄物産業廃棄物

　 事業ごみの中には、リ サイクル可能な廃棄物が多く 含ま

れています。適正な分別を徹底するこ と で、ごみの減量や

リ サイクル、さ ら にはコスト 削減にも 繋がり ます。

　 例と して、紙類（ 新聞、ダンボール、封筒、機密文書など） や

従業員の飲食等に伴って生じ た飲料用のびん・ 缶・ ペット ボト ル。

　 市では、事業ごみの収集運搬を行っており ません。家庭ごみ

集積所に出せるごみは、家庭から 排出さ れるごみのみです。

事業ごみを家庭ごみ集積所に出す行為は、量や品目に関係な

く「 不法投棄」 と みなさ れます。

　 不法投棄は、社会的信頼を 失墜する

行為で す。 発生から 処分ま で 責任を

も って処理し まし ょ う 。（ 排出事業者責

任） 法第25 条により 以下の非常に厳し

い罰則が定めら れています。

　 住居と 店舗・ 事務所等の事業

所が同一の建物であっても 、事業

ごみは家庭ごみ集積所に出すこ

と はで き ま せん。各々区分し 適

正に処理してく ださ い。

不法投棄の罰則 住居兼店舗の建物の場合は、

ごみを 別々に処理し てく ださ い。

●5 年以下の懲役

●1 ,0 0 0 万円以下の罰金

　（ 法人は3 億円まで加重）

❶ 事業ご みの区分について❶ 事業ご みの区分について

事業ごみの主な分類事業ごみの主な分類

家庭ごみの集積所に事業ごみは出せません！家庭ごみの集積所に事業ごみは出せません！

G a r b a g e  B a g
G ar b ag e  B a g

G a r b a g e B ag

家庭ごみ集積所

家庭ごみ

3ページ参照

事業ごみ

※産業廃棄物は、ほと んどリ サイクルさ れます。一般廃棄物も きちんと 紙を 分別して資源化するなど

　 可燃ごみの減量に協力く ださ い。
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❷ 事業ご みの分別・ 出し 方❷ 事業ご みの分別・ 出し 方

産業廃棄物産業廃棄物

スプレ ー缶、一斗缶、空き 缶、アルミ 製品、スチール製品など

板ガラス、レンガく ず、食器、空きびん、石膏ボード など

食用油、エンジンオイル、潤滑油など

廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液、酸性廃液など

苛性ソ ーダ廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、アルカリ 性廃液など

ビルピット 汚泥、メッ キ汚泥、グリ スト ラッ プ 汚泥、みそなど

天然ゴムく ず

石炭がら 、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、重油燃焼灰など

高炉、平炉、電気炉の残さ い、鋳物廃砂、不良鉱石など

コ ンクリ ート 、レンガ、瓦などの破片、アスファルト 破片など

電気集じ ん機捕集ダスト 、バグフィ ルタ ー捕集ダスト など

と 畜場で処分し た獣畜及び食鳥処理場で処理し た食鳥に係る固形状不要物

食料品製造業、医薬品製造業などで、原料と して使用し た動植物に係る不要物

畜産農業から 排出さ れる牛、馬、羊、鶏などのふん尿

畜産農業から 排出さ れる牛、馬、羊、鶏などの死体

※水銀含有ばいじ ん等及び水銀使用製品産業廃棄物については、廃棄物処理法施行令・ 施行規則等の一部改正により

　 取扱いが変更となっていますのでご注意く ださ い。

廃プラ スチッ ク 類

金属く ず

廃油

廃酸

廃アルカ リ

汚泥

ゴムく ず

燃え殻

鉱さ い

がれき類

ばいじ ん

紙く ず

木く ず

繊維く ず

動植物性不要固形物

動植物性残さ

動物のふん尿

動物の死体

以下の品目が産業廃棄物と なり ます。

建設業（ 工作物の新築·改築又は除去により 生じ たも の）、パルプ·紙製造業、製本業、
印刷加工業などから 発生する紙く ず

建設業（ 工作物の新築·改築又は除去により 生じ たも の）、木製品製造業などから 発生

する木く ず、貨物の流通に使用し たパレット

発泡スチロール、ペット ボト ル、ビニール製品、廃タ イヤ、合成繊維く ず、
合成ゴムく ず、合成皮革など

建設業（ 工作物の新築·改築又は除去により 生じ たも の）、繊維工業（ 繊維製品製造業

を 除く ） から 発生する繊維く ず

ガラ スく ず、 コ ンク リ ート

く ず及び陶磁器く ず

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
っ
た
も
の

業
種
が
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

産業廃棄物処分業許可業者

自己搬入　 も し く は

許可業者

産業廃棄物

運搬方法 処理施設

　 産業廃棄物については、 産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託するか、 産業廃棄物

処分業許可業者の処理施設に自己搬入し て処理し てく ださ い。

　 処理を 委託する 場合は、 収集運搬と 処分について、 それぞれ書面によ り 契約を 結んでく ださ

い。 また、 産業廃棄物の引き 渡し に当たっ ては、 マニフ ェ スト の交付が義務付けら れています。

　 産業廃棄物処理業許可業者については、 市役所廃棄物対策課までお問い合わせく ださ い。

また、 長野市ホームページでも 許可業者の一覧を公開し ています。

処理方法 産業廃棄物処理業許可業者に処理を 委託する。

乾電池・ 蛍光灯・ 電球は、廃プラスチッ ク 類・

金属く ず等の複合体の産業廃棄物です。

○許可業者によっ て収集運搬料金が違います。 ごみの種類・ 収集頻度・ 時間・ 資源物の取り 扱い

等の条件を伝え、 数社から 見積り を取り 、 適正な価格で書面により 契約し てく ださ い。

《 長野市W E B サイ ト 》 h ttp s ://w w w .c i ty .n a g a n o .n a g a n o . jp /

TO P ページ　 ➡　 事業者の皆さ んへ　 ➡　 事業系ごみ　 ➡　 産業廃棄物処理業者名簿

https://www.city.nagano.nagano.jp/
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○燃えるごみは、 ながの環境エネルギーセンタ ー（ 裏表紙参照） に

　 自己搬入し てく ださ い。

○施設に搬入する際は、 市内のどこ の事業所から 排出さ れたごみか

　 確認をし ますので身分証明書（ 名刺等） をご持参く ださ い。

○土曜日や年末は、 大変混雑し ます。

○ごみを入れる袋は、 中身の確認できるも のを使用し てく ださ い。

一般廃棄物一般廃棄物

可燃ごみ

可燃ごみのう ち、 生ごみ

リ サイ ク ルできない紙類は、「 可燃ごみ」

で出し てく ださ い

・ 写真　 ・ 紙コ ッ プ

・ 感熱紙　 ・ カ ーボン紙

・ ティ ッ シュ 　 等

処理方法①

・ 食品の食べ残し

・ 食品の売れ残り

・ 調理残さ

・ 魚のあら

・ 茶殻　 等

ながの環境エネルギー
センタ ー

事業所が処理施設に自己搬入する。（ 有料）

可燃ごみ処理手数料　 170円／10k g ごと に

　 ➡処理方法① または、 処理方法②へ

ながの環境エネルギー
センタ ー

・ ながの環境エネルギーセンタ ー

　 ➡処理方法① または、 処理方法②へ

・ 食品リ サイ ク ル施設（ 生ごみ）

　 ➡処理方法③

自己搬入

も し く は

許可業者

自己搬入

も し く は

許可業者

例

運搬方法 処理施設

例 運搬方法 処理施設

（ 食料品製造業・ 医薬品製造業等で、 原料と

し て使用し た動植物の残さ は産業廃棄物と し

て処理し てく ださ い。 ）

食品リ サイ ク ル施設

または、
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○長野市の一般廃棄物収集運搬業許可業者については、 市役所廃棄物対策課までお問い合わせく

ださ い。 また、 長野市のホームページでも 許可業者の一覧を公開し ています。

○許可業者によっ て収集運搬料金が違います。 ごみの種類・ 収集頻度・ 時間・ 資源物の取り 扱い

等の条件を伝え、 数社から 見積り を取り 、 書面で契約を結んでく ださ い。

処理方法② 一般廃棄物収集運搬業許可業者に

収集運搬を 委託する。（ 有料）

処理方法③ 食品リ サイ ク ル施設に搬入し 、 リ サイ ク ルする。

許可業者に委託し 、 ながの環境エネルギーセンタ ーで焼却処理する場合の処理費用

または、

《 長野市W E B サイ ト 》 h ttp s ://w w w .c i ty .n a g a n o .n a g a n o . jp /

詳し く は農林水産省ホームページへ

　 h ttp s ://w w w .m a .g o . j p /j/s h o k u s a n /r ecyc le/s yo k u _ lo s s /ff （ 食品リ サイ ク ル法関連）

TO P ページ　 ➡　 事業者の皆さ んへ　 ➡　 事業系ごみ　 ➡　 一般廃棄物収集運搬許可業者名簿

可燃ごみ処理手数料（ 170円／10k g ごと に）＋許可業者の収集運搬料金

長野市内にある登録再生利用事業者

直富商事株式会社　 電話番号 0 2 6 -2 2 2 -1 8 8 7

紙類

・ 新聞紙・ 雑誌・ ダンボール

　 などの古紙類

・ 紙袋・ 窓付封筒

　 などの雑紙

・ 機密文書

４ 種類に分けて、 ひも で十字にし ばる（ ガムテープは使用し ないこ と ）

新聞紙・ 折込みチラ シ

ダンボール

飲料パッ ク 雑誌・ その他古紙

資源物引取業者（ 古紙問屋等）

長野市資源再生センタ ー

・ 資源物引取業者

・ 長野市資源再生セン タ ー

➡処理方法②へ

➡処理方法①へ

資源物引取業者

自己搬入

も し く は

許可業者

例 運搬方法 処理施設

（ 建設業者の工作物の建築作業等で生じ

たも の、 印刷加工業者の作業工程で生じ

たも の等は、 産業廃棄物と し て処理し て

く ださ い。 ）

https://www.city.nagano.nagano.jp/
https://www.ma.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/
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○新聞・ 雑誌・ ダンボール・ O A 用紙などのも ので、 古紙問屋などの資源物引取

業者や許可業者に資源物と し て回収を委託し リ サイ ク ルし まし ょ う 。

○シュ レッ ダーく ずについて、 古紙と し て資源物引取業者が引き取っ ても ら える

場合があり ますので、 確認し まし ょ う 。

○個人情報を含む機密文書は、 溶融し てリ サイ ク ルするこ と ができ ます。 詳し く は資源物引取業

者（ 古紙問屋等） へ相談し てく ださ い。（ 有料）

処理方法① 古紙類

○窓付き封筒（ セロハン部分は取り 除く ） ・ ロール芯・ 紙緩衝材・ 紙箱・ 梱包紙材、 資源物引取

業者が引き取ら ない紙く ず、 新聞・ 雑誌・ ダンボールなどの古紙類は長野市資源再生センタ ー

に搬入し ていただく こ と も 可能です。

処理方法② 雑　 紙

木製品・ 刈草類

・ 木製品

　 机・ 椅子・ 棚等の　 木製品

・ 刈草類

　 剪定枝・ 幹・ 根・ 株・ 刈草類

○剪定枝・ 大型木製品（ 木製の机や椅子、 棚など） などの木く ず及び刈草類の処理について、 下

記の本市一般廃棄物処分業許可業者に委託し てリ サイ ク ルし まし ょ う 。 また、 造園業者等に剪

定を委託する場合は、 剪定枝について下記の市許可施設でリ サイ ク ルするよう に契約をし てく

ださ い。 なお、 搬入の際は、 処理料金及び受入れ基準などを事前に確認し てく ださ い。

処理方法① リ サイ ク ル施設（ 市許可施設） でリ サイ ク ルする。

○紙く ずなどが混入し ている場合は、ながの環境エネルギーセンタ ーに搬入し て、焼却処分するこ

と ができ ます。 し かし 、ごみの減量・ リ サイ ク ルを推進するため、でき る限り 分別し て、上記の

リ サイ ク ル施設の利用を ご検討く ださ い。（ なお、 大き さ などにより 、 受け入れでき ないこ と

も あるため問い合わせく ださ い。（ 裏表紙参照））

処理方法② ながの環境エネルギーセンタ ーで焼却処分する。（ 木く ずのみ）

民間処理施設（ 長野市許可施設）

剪定枝、根、株、幹、刈草類

剪定枝、 根、 株、 幹、

大型木製品、 刈草類

㈱神山緑地産業　 電話番号 0 2 6 -2 8 2 -2 2 5 9
長野市若穂川田1175-1

長野市中曽根2188-1

宮澤木材産業㈱　 電話番号 0 2 6 -2 3 9 -0 5 8 8

・ 民間処理施設

・ ➡処理方法②へ

➡処理方法①へ

自己搬入

も し く は

許可業者

例 運搬方法 処理施設

（ 建設業者の工作物の建築作業等で生じ たも

の、 木製品等製品業者の作業工程で生じ たも

の、 また業種に関わら ず貨物の流通で使用し

た木製パレ ッ ト 等は、 産業廃棄物と し て処理

し てく ださ い。 ）

民間処理施設

ながの環境エネルギーセンタ ー

または、

（ 木製品のみ）

ながの環境
エネルギーセンタ ー

資源物処理手数料　 30円／10k g ごと に

可燃ごみ処理手数料　 170円／10k g ごと に
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キャ ッ プをはずし て色別に３ 種類に分ける

無色・

透明

茶色 その他

の色

○資源物引取業者や許可業者、 自動販売機設置業者（ ベンダー） に回収を委託し まし ょ う 。

○資源物引取業者へ自己搬入する。

処理方法① 資源物引取業者等に委託し てリ サイ ク ルする。

資源物引取業者

長野市資源再生センタ ー

・ 資源物引取業者

・ 長野市資源再生センタ ー
➡処理方法②へ

➡処理方法①へ

資源物引取業者

自己搬入

も し く は

許可業者

資源物引取業者

自己搬入

も し く は

許可業者

びん・ 缶（ 従業員の飲食等に伴っ て生じ たも の）

例 運搬方法 処理施設

○びん・ 缶は原則と し て産業廃棄物に該当し ますが、 従業員の飲食等に伴っ て生じ たびん・ 缶に

ついては、 長野市資源再生セン タ ーにて受入可能です。（ びん・ 缶と もに中を洗い、びん類は

キャ ッ プをはずし て色別に３ 種類に分けてく ださ い。）

資源物処理手数料　 30円／10k g ごと に

処理方法② 長野市資源再生センタ ーに搬入し てリ サイ ク ルする。

または、

資源物引取業者

長野市資源再生センタ ー

・ 資源物引取業者

・ 長野市資源再生センタ ー
➡処理方法②へ

➡処理方法①へ

または、

飲料や食品が

入っ ていた

びんや缶

び

　ん
缶

○資源物引取業者や許可業者、 自動販売機設置業者（ ベンダー） に回収を委託し まし ょ う 。

○資源物引取業者に自己搬入する。

ペッ ト ボト ル（ 従業員の飲食等に伴っ て生じ たも の）

・ 飲料用のペッ ト ボト ル

処理方法① 資源物引取業者に委託し てリ サイ ク ルする。

例 運搬方法 処理施設



8

　 　 　 　 　 　 　 廃棄物処理法の広域認定制度により 、メ ーカ ー等がリ サイ ク ル

を行います。メ ーカ ーや販売店に処理方法をご相談く ださ い。 また、【 自動車リ

サイ ク ル促進センタ ー】ホームページも ご参照く ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 資源有効利用促進法に基づきメ ーカ ーがリ サイクルを 行います。

メ ーカ ーや販売店に処理方法を ご相談く ださ い。 また、【 パソ コ ン３ R推進協会】

ホームページも ご参照く ださ い。

・ パソ コ ン

・ 二輪車

・ 消火器

メ ーカ ー・ 販売店等に

ご相談く ださ い。

自己搬入

も し く は

許可業者等

その他

例 運搬方法 処理施設

　 家電リ サイ ク ル法に基づき メ ーカ ーがリ サイ ク ルを行います。 メ ーカ ーや

販売店に処理方法を ご相談く ださ い。 また、【 家電リ サイ ク ル券セン タ ー】

ホームページも ご参照く ださ い。

※フ ロ ン 類が使用さ れている業務用エアコ ン ・ 冷凍冷蔵庫を 廃棄すると き は、 第一種フ ロ ン類充填回収業者

に依頼する必要があり ます。 詳し く は、 フ ロ ン排出抑制法ポータ ルサイ ト を ご参照く ださ い。

　 　 ➡h ttp : //w w w .e n v . g o . j p /e a r th /f u r o n /

処理方法 リ サイ ク ル関連法や廃棄物処理法の広域認定制度に基づき

リ サイ ク ルする。

《 家電リ サイ ク ル法指定品目》

エアコ ン・ テレビ・ 冷蔵庫及び冷凍庫・ 洗濯機

及び衣類乾燥機（ 業務用は対象外）

テレビ・ エアコ ン・ 冷蔵庫及び冷凍庫・ 洗濯機及び衣類乾燥機

パソ コ ン

二 輪 車

消 火 器　 　 　 　 　 　 　 廃棄物処理法の広域認定制度により 、 メ ーカ ーがリ サイ ク ルを行い

ます。 メ ーカ ーや販売店に処理方法を ご相談く ださ い。 また、【 消火器リ サイ ク ル

推進センタ ー】ホームページも ご参照く ださ い。

➡ h ttp s ://w w w . r k c .a e h a .o r . j p /　 電話： 0120-319-640

➡ h ttp s ://w w w .p c3 r . j p /　 電話： 03-5 282-768 5

➡ h ttp s ://w w w . j a r c . o r . j p /m o to r c y c le /　 電話： 050-3000-0727

➡ h ttp s ://w w w . f e r p c . j p /　 電話： 0 3-5829-6773

○ペッ ト ボト ルは原則と し て産業廃棄物に該当し ます。 産業廃棄物処理業許可業者に委託し て適

正に処理し てく ださ い。 ただし 、 例外的に一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託できる場合も

あり ますので、 契約し ている一般廃棄物収集運搬業許可業者に確認し まし ょ う 。 なお、 従業員

の飲食等に伴っ て生じ たペッ ト ボト ルについては、 長野市資源再生セン タ ーにて受入可能で

す。（ キャ ッ プと ラ ベルをはずし てく ださ い。）

処理方法② 長野市資源再生センタ ーに搬入し てリ サイ ク ルする。

資源物処理手数料　 30円／10k g ごと に

http://www.env.go.jp/earth/furon/
https://www.rkc.aeha.or.jp/
https://www.pc3r.jp/
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/
https://www.ferpc.jp/

